
 

令和４年度 根室管内町職員採用資格試験【上級】のお知らせ 

[受付期間] 令和３年 5 月６日（木）～６月４日（金） 

※受付時間 午前９時から午後５時まで（土曜・日曜及び祝日は受付しておりません） 

[第１次試験日・時間] 令和３年７月１１日（日）午前９時１５分から 

    ※午前９時００分まで着席してください。 

[試験会場] 

試験地 試験会場 

札 幌 市 北海道立道民活動センター「かでる２・7」（札幌市中央区北 2 条西 7 丁目） 

中標津町 中標津町役場        （標津郡中標津町丸山２丁目２２番地） 

この試験は、根室管内町職員「一般事務職」「技術職（土木・建築・電気・機械）」「保健師」及び 

「幼稚園教諭」の採用資格試験です。 

※初級職（高校卒業程度を対象）の試験は９月に実施します。 

１ 試験区分及び職務内容 

試験区分 職務内容 

一般事務職 町長部局、教育委員会、議会事務局など、様々な分野で幅広い業務に従事します。 

技 術 職 町長部局、教育委員会等に勤務し、行政事務に従事します。 

保 健 師 町長部局に勤務し、保健指導全般及び行政事務の業務に従事します。 

幼稚園教諭 教育委員会部局に所属し、幼稚園に勤務し、幼稚園業務に従事します。 

 

２ 採用予定町の職種と採用予定者数 

職種 

町名 一般事務職 
一般事務職 

（障がいのある方） 
技術職 保健師 幼稚園教諭 

別 海 町 ３名程度 ２名 （土木）1 名  ー ― 

中 標 津 町 ４名程度 １名 
（土木・建築・機械・電気） 

４名 
 ー ー 

標 津 町 3 名程度 ２名 ー ー ー 

羅 臼 町 １名程度 ー 
（土木）1 名 
（建築）1 名 

1 名 ２名 

※採用予定者数は、各町の欠員状況等により変更することがあります。 

３ 受験資格及び資格要件 

 本試験への応募に際し、各町の募集職種に共通する受験資格（４町共通要件）及び各町の募集職種 

ごとの要件（資格要件）については以下のとおりです。 

 ただし、羅臼町の募集職種については、①か②のいずれかの受験資格・資格要件を満たした方のみ受

験資格がありますのでご留意願います。（詳しくは次表を確認願います。）  

 

令和 3 年 5 月 10 日発行 



 
【４町共通要件以外の要件】 

※日本の国籍を有しない方、または地方公務員法第１６条の各号いずれかに該当する方は受験できません。

受 

験 

資 

格 

４町共通要件 
平成６年４月２日から平成 1２年 4 月１日までに生まれた方で、大学卒業程度

の学力を有する方 

社会人採用募集要件 

（羅臼町） 

昭和６2 年４月２日から平成 1２年 4 月１日までに生まれた方で、大学卒業程

度の学力を有する方 

町  名 職   種 共通要件以外の受験資格・資格要件等 

別海町 

一般事務職 ありません 

一般事務職 
（障がいのある方） 

障害者手帳の交付を受けている方（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福

祉手帳など）で、活字印刷文による出題に対応できる方 

土木技術職 
土木施工管理技士の資格を有する方、または土木に関する学科を修了した方（修了

見込みの方も含む） 

中標津町 

一般事務職 ありません 

一般事務職 
（障がいのある方） 

障害者手帳の交付を受けている方（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福

祉手帳など）で、活字印刷文による出題に対応できる方 

技術職 

（土木・電気・ 

機械・建築） 

土木系学科、電気系学科、機械系学科、建築系学科のいずれかを修了した方、あるい

は修了見込みの方 

標津町 

一般事務職 ありません 

一般事務職 
（障がいのある方） 

障害者手帳の交付を受けている方（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福

祉手帳など）で、活字印刷文による出題に対応できる方 

羅臼町 

一般事務職 ありません 

建築技術職 

【受験資格・資格要件①】 

４町共通要件の方で、建築系学科を修了した方、あるいは修了見込みの方。 

【受験資格・資格要件②】 

社会人採用募集要件を満たした方で建築系学科を修了した方、あるいは修了見込み

の方。 

又は、２級建築士以上の免許を取得している方（採用時までに取得見込みの方も含

む）。 

若しくは、建築系学科を修了した方で、民間企業や公的機関等で建築工事の設計、

施工管理、施設の維持管理などの実務経験が３年以上ある方。 

土木技術職 

【受験資格・資格要件①】 

４町共通要件の方で、土木系学科を修了した方、あるいは修了見込みの方。 

【受験資格・資格要件②】 

社会人採用募集要件を満たした方で、土木系学科を修了した方、あるいは修了見込

みの方。 

又は、２級土木施工管理技士、第２種電気工事士以上のどちらかの免許を取得して

いる方（採用時までに取得見込みの方も含む）。 

若しくは、土木系、電気系の学科を修了した方で、民間企業や公的機関等で土木又

は電気工事の設計、施工管理、施設の維持管理などの実務経験が３年以上ある方。 

 

保 健 師 

 

【受験資格・資格要件①】 

４町共通要件の方で、保健師の資格を有する方、あるいは資格取得見込みの方。 

【受験資格・資格要件②】 

社会人採用募集要件を満たした方で、保健師の資格を有する方、あるいは採用時

までに資格取得見込みの方。 

幼稚園教諭 

【受験資格・資格要件①】 

４町共通要件の方で、幼稚園教諭の資格を有する方、あるいは資格取得見込みの方。 

【受験資格・資格要件②】 

社会人採用募集要件を満たした方で、幼稚園教諭の資格を有する方、あるいは採

用時までに資格取得見込みの方。 



＜地方公務員法第１６条の抜粋＞ 

① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

② 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

③ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第６０条から第６３条までに規定する罪を犯し、刑に 

処せられた者 

 ④ 日本国憲法施行の日（昭和２２年５月３日）以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

４ 試験の方法   

（１）第１次試験  

① 試験は、教養試験、論文試験及び事務適性検査を行います。 

  ② 試験の程度は、いずれも学校教育法による大学卒業程度です。 

  ③ 教養試験は、一般に公務員として必要な適性を有しているかどうかについて択一式により行い

ます。 

④ 論文試験は主として文章による表現力、課題に対する理解力などについて試験します。 

⑤ 事務適性検査は、事務職員としての適応性について検査します。 

（２）第２次試験 

第１次試験の合格者について面接試験等を行います。 

５ 試験期日、試験会場及び合格発表 

（１） 第１次試験は令和３年７月１１日（日）に行い、試験会場の札幌市は北海道立道民活動センター

「かでる２・7」520 研修室、中標津町は中標津町役場とします。 

  試験の終了は、１３：２０の予定です。 

（２）第１次試験の合格発表は、令和３年７月２８日（水）に、受験番号を各町ホームページに掲載し

ます。又、合格者に直接通知します。 

（３）第２次試験は令和３年８月中旬～下旬に行い、試験日、試験会場については第１次試験の合格者

にお知らせします。 

６ 受験手続及び受付期間 

（１） 申込書は、根室町村会又は根室管内各町役場総務課で配布します。また、根室管内各町役場ホー

ムページからも申込書等のダウンロードが可能となっています。 

（２） 郵送による請求については封筒の表に「職員試験申込書請求」と朱書し、宛先を明記して１２０

円切手を貼った返信用封筒（Ａ４判が入る大きさ）を必ず同封してください。 

（３） 申込書及び受験票に所定の事項を記入し、第１希望町名欄に記載した町役場に提出してくださ

い。受験票は６月２３日（水）頃までに申込者へ郵送で交付しますので、受験票用はがきの表に、

必ず住所・氏名・郵便番号を記入し、６３円切手を貼ってください。郵送で申込みの場合は、封

筒の表に「試験申込書在中」と朱書してください。 

（※記入及び郵送の方法については「試験申込みの方法」を参照してください。） 

（４） 申込書の希望町名欄は一般事務職（障がいのある方を除く）の申込者に限り、第２希望町名ま

で記載できます。また、第１次試験合格者となった方には、後日、第２次試験案内が通知されま

すが、第２希望町名まで記載された合格者には、第１又は第２希望町のいずれかから第２次試験

 



案内が通知されます。 

なお、第２希望町名を記載した方の試験申込書の内容は、第２希望町へ情報提供しますので、

あらかじめご承知おきください。 

（５） 申込みは、令和３年 5 月６日（木）から令和３年６月４日（金）まで受付します。受付時間は

午前９時から午後５時まで、土曜・日曜及び祝日は受付しておりません。又、郵送の場合は６月

４日（金）までの消印のあるものに限ります。 

（６） 申込みの際、受験票には写真の貼付は必要ありませんが、試験申込書には必ず写真を貼って提

出してください。また第１次試験当日は、必ず受験票の所定の欄に写真を貼り、試験会場に持参

してください。 

７ 合格から採用まで 

   第１次試験合格者には合格発表の後、根室町村会から合格通知を送付するとともに採用予定町か

ら２次試験案内が送付されます。 

なお、希望職種が一般事務職（障がいのある方を除く）の第 1 次合格者の方で、試験申込書の希

望町名欄に第２希望町名まで記載した方には、第１又は第２希望町のいずれかの町から、後日、第

２次試験案内が送付されますのでご承知おき願います。 

採用予定町での第２次試験を合格した方は、採用候補者名簿に登載します。各町での採用は、こ

の名簿に登載された方のうちから決定となります。 

なお、採用候補者名簿の有効期間は、令和４年４月１日から１年間とします。 

８ その他 

（１）身体に障がいのある方で、試験当日の受験に際して車椅子等を使用することについて、特に要望

のある方は、あらかじめ根室町村会事務局にご連絡願います。              

（２）試験会場への携帯電話機等の持ち込みは、他の受験者の妨げになるので原則禁止とします。止む

を得ず持ち込まれた場合は、試験が全て終了するまで電源を切り、鞄に入れてください。電源が切

られていないか、又は鞄に入れられていないことが確認された場合は、試験無効といたします。 

（３）受験の際にはＨＢの鉛筆を使用しますので忘れずにご持参ください。 

（４）受験手続き、その他のお問い合わせは、根室管内各町役場総務課又は根室町村会にお尋ねくだ

さい。（お問い合わせ先は、下記参照） 

 

※受験手続等お問い合わせ先 

団  体  名 郵便番号 住          所 電話番号 

別 海 町 086-0205 別海町別海常盤町２８０番地 0153-75-2111 

中 標 津 町 086-1197 中標津町丸山２丁目２２番地 0153-73-3111 

標 津 町 086-1632 標津町北２条西１丁目１番３号 0153-82-2131 

羅 臼 町 086-1892 羅臼町栄町１００番地８３ 0153-87-2111 

根 室 町 村 会 087-8588 根室市常盤町３丁目２８番地（根室振興局内） 0153-22-2369 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                             令和３年５月１０日 発行 

役場総務課 からのお知らせ 

    
 

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）により、地震・津波・気象に関する特別警

報や羅臼町に影響がある弾道ミサイルの発射等が行われた際に、人工衛星を介し

て防災行政無線を自動的に起動するテストを実施します。 

 

◎日  時 令和３年５月１９日（水） 午前１１時００分頃 

◎場  所 羅臼町全域 

◎主な訓練 テスト電文を防災行政無線で自動放送します。 

 

各ご家庭の戸別受信機や漁港等に設置されている拡声器の試験放送ですので 

実際に避難等は必要ありません。 

試験放送終了後、役場より試験終了の放送は行いませんのでご承知願います。 

 

お問合せ先 羅臼町役場総務課 ０１５３－８７－２１１１ 

 

 町政だより  
 

 

 

 

釧路児童相談所より相談員を招いて「児童相談」を開催致します。 

◆と    き 令和 3 年 6 月 21 日（月） 13：00～１７：３０ 

◆と こ ろ 羅臼町役場３階第 5・6 会議室（申し込み時にお知らせ致します） 

◆相談内容 子どもの成長や言葉の問題、様々な悩みの相談に応じます。 

◆申込方法 令和 3年 5月 27日（木）までに保健福祉課福祉係までお申し込みください。 

 

------問い合わせ・申し込み先------ 

羅臼町役場 保健福祉課 福祉係 

電話番号 ８７－２１６１ 

 

 

 

～ 日頃の悩みを弁護士に相談してみませんか？ ～ 

○ 借金・離婚問題・相続問題・不動産・消費者問題など 

 

【法律相談日程】 

    日 時 令和３年５月２０日（木） １３：00～16：00 

場 所 羅臼町役場 １階 相談室 

 

※ 相談につきましては、予約が必要ですので、役場環境生活課（戸籍係） 

  まで予約をお願いします。 

    

【電話】８７－２１１５（内線１３１２） 

 主催 北 海 道 弁 護 士 連 合 会  



町政だより                        令和３年５月１０日発行 

 

 

 

 

 

●●● 肺炎球菌とは？ ●●● 

肺炎球菌は口の中の空気の通り道（気道）に含まれる細菌で、唾液などを通して飛沫感染

し、気管支炎や肺炎などの重い合併症を引き起こすことがあります。また、高齢者の肺炎

のうち 3分の 1から 4分の 1が肺炎球菌が原因と考えられています。 

〇助成対象者   年度によって対象が異なります。令和３年度に受けられ 

             るのは下記の表のとおりです。 

○接種期間    令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

            ※前回掲載内容から接種期間が変更となりました。 

○自己負担    ２，０００ 円  

○接種方法    知床らうす国民健康保険診療所（電話 87-2116）に必ず 

予約をしてください。 

※過去に助成を受けている方や病院など個人で受けている方は受けられません。 

※コロナワクチンを受ける方は接種日の前後に 13日以上の間隔をあけてください。

肺炎球菌ワクチンとコロナワクチンの同時接種はできません。 

65歳となる方 昭和 31 年 4 月 2 日生～昭和 32 年 4 月 1 日生  

70歳となる方 昭和 26 年 4 月 2 日生～昭和 27 年 4 月 1 日生  

75歳となる方 昭和 21 年 4 月 2 日生～昭和 22 年 4 月 1 日生  

80歳となる方 昭和 16 年 4 月 2 日生～昭和 17 年 4 月 1 日生 

85歳となる方 昭和 11 年 4 月 2 日生～昭和 12 年 4 月 1 日生 

90歳となる方 昭和 6 年 4 月 2 日生～昭和 7 年 4 月 1 日生 

95歳となる方 昭和元年 4 月 2 日生～昭和 2 年 4 月 1 日生 

100歳以上の方 大正 10年 4月 2日生以前 

※ ６０～６５歳未満の人で、以下の条件にある人は接種対象となります。心臓、腎臓又は呼吸器の

機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方、及びヒト免疫不全

ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方 

お問い合わせ先： 保健福祉課 電話：８７－２１６１ 

６５歳以上の方に 

肺炎球菌ワクチン予防接種の費用を助成します 

 



ハンターになるための補助を
はじめました！！

羅臼町では、有害鳥獣対策の担い手となる人材を確保するために
「第一種猟銃免許」と「猟銃所持」にかかる手続き経費の補助を
令和3年度より実施いたします。

町補助対象者
・町内在住かつ町税等を滞納していない者
・狩猟免許取得時の年齢が満５０歳未満
・取得後、北海道猟友会中標津支部羅臼部会に３年間所属

詳細は役場HP【くらしの情報サイト】か、
産業創生課（87－212８）までご連絡ください。

町政だより 令和3年5月10日 発行

令和3年度狩猟免許試験日程（北海道主催）
（定員20名）
・根室合同庁舎

令和3年７月４日（日） 9：00～
・中標津町総合文化会館しるべっと

令和4年２月６日（日） 9：00～
※受験希望者は事前に根室振興局(0153-23-6823)へ
連絡してください
北海道環境局自然環境課
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/syuryo/menkyo.htm

令和３年度狩猟免許試験予備講習（北海道猟友会主催）
・根室市（北方四島交流センター ニホロ）

令和3年６月２７日（日）・・・最大10名まで
・中標津町（場所未定）

令和４年１月３０日（日）予定
※狩猟免許試験の申請を提出した方の予備講習を優先。
※ 令和３年６月９日（水）に猟友会中標津支部羅臼部会が説明会を開催予定。

補助額：
上限９万円／１人






